
 

令和４年８月４日 

 

 各 指 定 障 害 者 支 援 施 設 管 理 者 様 

 各指定障害者通所サービス事業所管理者 様 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 障 害 者 支 援 課  

     （〒730-8511 広島市中区基町 10-52） 

 

新型コロナワクチンの４回目接種の対象拡大について（通知） 

 

このことについて，令和４年７月 29 日付けで厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課外から別紙のとおり事務連絡がありました。 

ついては，同事務連絡の内容を踏まえ，障害者施設等の従事者への４回目接種に御協力いただ

くようお願いします。 

また，今後，市町による円滑な予防接種の準備が進められるよう，市町に対しての御協力をお

願いするととともに，市町による調整等のため，貴事業所から県に提供されたメールアドレスを

該当市町へ提供しますので御理解ください。 

 

 

 

担当 指導検査グループ 

電話 082-513-3158(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

                     （担当者 片桐） 

 

 

 


